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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
新
し
い
日
露
関
係
専
門
家
対
話
（
二
〇
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に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

安
全
保
障
問
題
研
究
会
の
担
当
者
か
ら
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
の
担
当
職
員
に
対
し
、
御
指
摘
の
「
会
議
」
の
開
催
時

期
に
関
す
る
ロ
シ
ア
側
主
催
団
体
と
の
調
整
状
況
等
に
つ
い
て
連
絡
が
あ
っ
た
。

二
に
つ
い
て

本
田
悦
朗
外
務
省
欧
州
局
審
議
官
が
御
指
摘
の
「
会
議
」
の
開
会
式
に
出
席
し
た
ほ
か
、
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
の
担
当
職
員

が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
御
指
摘
の
「
会
議
」
を
傍
聴
し
、
そ
の
概
要
報
告
を
作
成
し
た
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
会
議
」
に
関
連
し
た
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
平
成
十
九
年
二
月
五
日
及
び
六
日
に
行
わ
れ
た

と
承
知
し
て
お
り
、
本
田
悦
朗
外
務
省
欧
州
局
審
議
官
が
同
日
に
行
わ
れ
た
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
職
務
と
し
て
出
席
し
た
。
同

審
議
官
は
、
同
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
飲
食
し
た
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
同
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
飲
食
に
つ
い
て

は
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
贈
与
等
に
該
当
す
る
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
会
議
」
の
開
催
を
通
じ
、
日
本
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
の
専
門
家
等
に
よ
り
率
直
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
領
土
問
題
の
解
決
を
含
む
日
本
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
平
和
条
約
締
結

問
題
に
つ
い
て
、
日
露
両
国
国
民
の
相
互
理
解
の
増
進
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二


